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    青少年教育

　　　　　　　本　　庁　地域振興部生涯学習課
　　　　　　　総合支所　生涯学習担当
　青少年の健全な育成は、家庭や学校、地域など
が連携しながら進めています。主な活動は次のと
おりです。
●新春子どものつどい、子ども図書室、子ども映
　画会の開催など

    成人教育

　　　　　　　本　　庁　地域振興部生涯学習課
　　　　　　　総合支所　生涯学習担当
　生涯学習のために、市民の皆さんが自ら学び、
自ら創造する学習情報や場所を提供していますの
で、お気軽にご利用ください。詳しくは広報や、
まなび情報でお知らせします。主な活動は次のと
おりです。
●成人式、生涯学習講師派遣事業、女性学級、市
　民講座、高齢者学級、富士大学花巻市民セミナー
　など

    映写機・フィルムなどの無料貸出は

　視聴覚機器（16 ミリ映写機や液晶ビジョン）、
教材（16 ミリ映画フィルムやビデオテープ）を
無料で貸し出しています。詳しいことは花巻図書
館（℡ 23-5334）へ。

    体力づくりのために

　　　　　　　　　教育委員会教育部体育振興課
●競技大会
　　市民スポーツ大会（卓球、バレーボール、柔
　　道、剣道他）
　　市民体育祭
　　早池峰ロードレース大会
　　イーハトーブレディース駅伝　など
●スポーツ・レクリエーション活動
　　早起きマラソン
　　はなまきスポレクフェスタ
　　市民登山ハイキング　など
●スポーツ教室
　　市民を対象とした各種スポーツ教室の開催
●体育施設
　　総合体育館、花巻球場などの日居城野運動公
　園のほか、アイスアリーナ、海洋センター、ス
　ポーツキャンプむら、地区野球場、地区体育館
　など、市内には70を超える体育施設があります。

    教育相談

　　　　　　　　　教育委員会教育部学校教育課
　教育委員会では、教育上の悩みごとについての
相談を行っています。電話での相談にも応じてい
ます。教育相談は、月～金曜日午前 9時～午後 4
時までに 22-5257 へ。また、岩手県花巻教育事
務所でも相談に応じています。月～金曜日の午前
9時～午後5時までに22-4981（ふれあい電話）へ。

    青少年派遣

　　　　　　　　　本　　庁　産業部観光交流課
　他地域の生活・教育環境などを体験し、将来の
学習に役立てるため、友好都市・姉妹都市へ青少
年を派遣しています。

    幼稚園の入園料・保育料の減免

　　　　　　　　　教育委員会教育部教育企画課
　公立・私立幼稚園児の保護者の経済的な負担を
軽減するため、市民税の額に応じた保育料などの
減免制度があります。
※幼稚園は 38 貢参照

    小・中学生が住所を異動するときは

　　　　　　　　　教育委員会教育部学校教育課
●転入の場合
　　新たに市内にお住まいになるご家庭に就学児
　童・生徒がいる場合は、必ず本庁または各総合
　支所の窓口で転入手続きをし、交付された転校
　通知書を学校へ提出してください。
●市内転居の場合
　　通学区域外に転居したときは、本庁または各
　総合支所の窓口で転居手続きをし、交付された
　転校通知書を学校へ提出してください。指定さ
　れた学校に就学できない場合は、本庁市民課ま
　たは教育委員会にご相談ください。
●市外へ転出の場合
　　本庁または各総合支所の窓口で転出届をし、
　交付された転校通知書を学校へ提出してください。

    小・中学校の特別支援学級への就学

　　　　　　　　　教育委員会教育部学校教育課
　現在、市内には特別支援学級が設置されている
小中学校があります。就学については、ご相談く
ださい。

    市外の小・中学校等へ就学させたい場合

　　　　　　　　　教育委員会教育部学校教育課
　子どもは、住所地の市区町村の教育委員会が指
定する小学校または中学校に就学させることにな
りますが、やむを得ない理由で本市以外の公立小・
中学校または私学などへ就学させたい場合は申し
出てください。

●高校生・大学生に対する奨学金貸与制度
　　経済的な理由により高等学校以上への修学が
　困難な方に、花巻市では奨学金を貸与していま
　す。貸与の対象は、市内に住所を有する子弟で、
　品行方正・学業優秀であり、在学または最終出
　身学校長が奨学生として推薦し、なおかつ学資
　の支弁が困難な方となっています。

■貸付金額（月額）
　高校生等　15,000 円以内
　大学生等　30,000 円以内　

    就学援助・奨学金について

　　　　　　　　　教育委員会教育部学校教育課
●義務教育
　　経済的理由で就学させることが困難な家庭に
　対し、学用品費などを援助する制度及び特別支
　援学級に在籍する児童生徒の保護者に対して、
　就学に要する経済的負担を軽減するため、定め
　られた額を援助する制度があります。

教育

●花巻地域の①指定校変更②区域外就学③外国人就学④奨学金貸し付けの申請は、本庁市民課で受
　け付けます。また、花巻地域の⑤学校施設開放⑥早起きマラソン⑦スポーツ少年団等補助金⑧各
　種スポーツ大会・教室等の参加申し込みなどの受け付けは、生涯学園都市会館で行います
●各総合支所では、　①～④は教育部担当、⑤～⑧は生涯学習担当が受け付けます
●詳しくは担当課へお問い合わせください

幼稚園　小中学校　就学援助 教育相談　青少年教育

教育教育

    非行防止活動（少年センター）

　　　本　　庁　地域振興部男女共同参画推進室
　少年の非行を未然に防ぐため、関係機関の協力
のもと、年間を通した街頭補導活動や、少年に有
害な環境の浄化活動を行っています。




